
別紙様式６別添１

別紙（案）【区分２】実績報告時の賃金改善明細（職員別）

1,150,000

（単位：円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

小計
②

（a＋b＋c）

基本給のうち
区分2による改善分

(a)

手当のうち
区分2による改善分

(b)

賞与(一時金)のうち
区分2による改善分

(c)
2,419,565 750,000 2,000,000

堺　太郎 園長 常勤 168 1.0 6,500,000 1,300,000 700,000 200,000 400,000 50,000 134,000 5,400,000 134,000

堺　次郎 保育教諭 非常勤 100 0.6 4,600,000 380,000 80,000 100,000 200,000 30,000 100,000 4,050,000 100,000

堺　三郎 教頭 常勤 168 1.0 6,000,000 580,000 100,000 180,000 300,000 48,000 127,000 5,400,000 127,000

堺　四郎 調理員 非常勤 50 0.3 3,200,000 230,000 50,000 80,000 100,000 20,000 50,000 2,700,000 50,000 1 常勤職員の勤務時間

堺　五郎 保育教諭 常勤 168 1.0 5,500,000 520,000 150,000 120,000 250,000 40,000 127,000 5,000,000 127,000 21

堺　六郎 保育教諭 常勤 168 1.0 5,500,000 460,000 90,000 120,000 250,000 40,000 127,000 5,000,000 127,000 8

堺　七郎 保育教諭 常勤 168 1.0 5,500,000 460,000 90,000 120,000 250,000 40,000 127,000 5,000,000 127,000 168

堺　八郎 保育教諭 常勤 168 1.0 5,500,000 460,000 90,000 120,000 250,000 40,000 127,000 5,000,000 127,000

堺　九郎 保育教諭 非常勤 120 0.7 5,200,000 415,000 85,000 110,000 220,000 32,000 127,000 4,800,000 127,000

47,500,000 4,805,000 1,435,000 1,150,000 2,220,000 1,964,400 340,000 2,419,565 1,046,000 36,925,035 42,350,000 5,000,000 750,000 2,000,000 1,000,000 1,046,000 36,146,000 2,300,000 ２　前年度の加算残額に対応する支払賃金

※1

※2　

※3

※4.⑨基準年度の処遇改善等加算の加算額については、基準年度に支払うことができず、その残額として加算当年度に支払った賃金額がある場合はその金額（加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額と同額）を除く。 ３　人件費の改定部分

４　賃金改善分最終確認

算式　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

1

2

3

※加算残額がある施設のみ
・黄色セルに「⑥加算当年度の前年度に
支払うべき残額に対応した支払い賃金
額」の合計額に対する、法定福利費等の
事業主負担額を入力してください。
・合計額が、「貴施設の加算残額」を上
回っているか、確認してください。不足
している場合、エラーメッセージが出ま
す。

貴施設の加算残額

51,750,000
【C】加算前年度における賃金の
総額及び法定福利費事業主負担分

の総額の合計

6,750,000【B】加算前年度における法定福
利費事業主負担分の総額

2,782,500【A】当年度区分1加算総額×人勧
改定率÷当年度区分1加算率×0.9

1,166,000

120,000

1,046,000

合計

⑥に対する法定福利費等の事業主
負担額

・左記の【B】には貴施設が各職員へ支
払った区分2及び区分3による賃金改善額
のうち、基本給・決まって毎月支払われ
る手当分の合計額が表示されています。
・【B】の金額が区分2及び区分3の加算
見込総額の1/2以上であれば要件を満た
すため、「○」が表示されます。

・左記の【A】には貴施設が各職員へ支
払った区分2及び区分3による賃金改善額
の合計額が表示されています。
・【A】の金額が区分2及び区分3の加算
見込総額以上であれば要件を満たすた
め、「○」が表示されます。

・左記のチェック欄では、加算以外の部
分で加算当年度の賃金水準が基準年度と
比較して下がっていないかを確認してい
ます。
・左表の内、⑦（加算当年度の賃金水
準）の金額が⑭（基準年度の賃金水
準）の金額以上となっていれば要件を
満たすため、「○」が表示されます。

○
上記【C】 ≧区分2・3の加算実績

額
となっているか

6,769,400【A】賃金改善総額
(区分2＋区分3)

362,935【D】法定福利費等事業主負担分
【B】÷【C】×【A】

【B】区分2による賃金改善におけ
る法定福利費事業主負担分総額

【C】賃金改善総額+法定福利費事
業主負担分総額

720,750

7,490,150

○
加算以外の部分で賃金水準を下げ
ていないか（⑦≧⑭になっている

か）

○
上記【A】の金額が「区分2・区分
3の加算実績総額の1/2以上」と
なっているか

4,549,400
【A】区分2及び3の加算によって
改善される基本給・決まって毎月
支払われる手当の合計額

【A】－【D】
人勧改定相当額

2,419,565

1,150,000

「⑥加算当年度の前年度に支払う
べき残額に対応した支払い賃金
額」の合計額

基準年度の前
年度に支払う
べき残額に対
応した支払い

賃金額

基準年度におけ
る加算額等の影
響を除いた支払

賃金総額
（⑧－（⑨－

⑩）－⑪－⑫＋
⑬）

貴施設の１ヶ月勤務日数

貴施設の１日勤務時間

月勤務時間数

当年度の常勤職員の勤務時間が合っているか、確認
してください。

基準年度に支
払うべき残額
に対応した翌
年度の賃金額

「常勤」とは、当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者

又は当該者以外の者であって１日６時間以上かつ月20日以上勤務するものをいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については下記の算式によって得た値とする。

【記入における留意
事項】
施設・事業所に加算当年度に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

経験年数については、第４の２によるものとする。

総額

【区分２】加算見込額（円）

【区分３】加算見込額（円）

入力内容確認欄（左表の入力後、確認してください。）

当年度の支払賃金に就職支援金等
による賃金改善は含んでいません
か。

含んでいない

年数経過による定期昇給、雇用形
態や雇用期間の変動による賃金上
昇は賃金改善に含んでいません
か。

含んでいない

備考

施設・事業所名 さかい市こども園
5,000,000

1,963,560

合計 6,963,560

加算による改善実績額

加算による改
善実績額

職名
改善した給与

項目

職員名No

基準年度における貴施設の
法定福利費事業主負担率

基準年度の支
払賃金の総額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額※4

常勤
換算
値
※3

基準年度の賃金

⑭の内訳
基準翌年度から
加算当年度まで
の公定価格にお
ける人件費の改

定部分

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額に係
る法定福利費

分

施設独自の改
善額

4

5

6

7

8

9

15%

貴施設の残額
（処遇Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ）

基準年度の公
定価格におけ
る人件費の改

定部分

加算当年度の賃金

②の内訳 ③の詳細

加算当年度の
支払賃金の総

額

区分２「賃金改善分」 区分３「質の向上分」

〇加算当年度の全ての職員の賃金改善明細

職種

常勤
非常
勤
※2

月平均の
勤務時間

定期昇給相当
額

（加算当年度
における昇給

分）

加算当年度の
前年度に支払
うべき残額に
対応した支払
い賃金額

加算当年度に
おける改善額
等の影響を除
いた支払賃金

総額

（①－②－③
－④－⑤－

⑥）

区分３の各職員ごとの賃金改善

については

「【区分３】職員別明細」シー

トで入力してください

※合計賃金改善額のみ、この職

員別明細に表示されます。

今年度の職員配置ファイルなどから

値貼り付けするなどして作成してく

ださい。

【注意】

・委託職員や嘱託など、賃金改善対

象外の職員以外は常勤、非常勤、関

わらず記載してください。

・名字と名前の間には、必ず全角ス

ペースを入れてください。

★基本給、手当、賞与（一時金）のそれぞれにおいて、

処遇改善区分２による賃金改善額を入力してください。

※基本給や手当全体の年額ではなく、賃金改善として区

分２を充てた金額のみを入力してください。

★処遇改善等加算区分３による賃金改善額は含めないで

ください。（別シートの「【区分３」職員別明細」で個

別に入力します。

★「①加算当年度の支払賃金の総額」には、これらの金

額も含めた金額を入力してください。

★次の項目は、含めないでください。

・さかい保育士就職支援事業の支援金

・この記載例では前年度、加算

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの加算残額合わせて

1,150,000円生じましたが、対

応する賃金として当年度に

1,046,000円の支払い＋法定福

利費の事業主負担額で120,000

円を支払ったため、残額は解消

されたことになります。

・「①加算当年度の賃金見込総

額」には、この残額も含めた金

額を入力します。

・加算当年度に定期

昇給によって増額し

た分の金額を入力し

てください。

・「①加算当年度の

賃金見込総額」には、

この金額も含めた金

額を入力してくださ

い。

・加算当年度中

における支払賃

金の総額を入力

してください。

・基準年度における支払賃金の総額を

入力してください。（基準年度中に支

払うことができた人勧改定分も含めて

ください。翌年度に支払った分は⑬の

残額欄に表示されます。）

※加算当年度の４月に採用された職員

等、基準年度中に不在の職員について

は、「①加算当年度の賃金見込総額」

と同額で入力してください。

※基準年度中に退職し、加算当年度に

は不在の職員については、入力不要で

す。

・⑥で入力した内

容が自動表示され

ます。

・こちらに表示され

る金額が人勧改定分

になります。（法定

福利費分を引いた金

額が表示されていま

す。）

・当様式右側の入力

内容確認欄のうち、

「３ 人件費の改定

部分」の項目を入力

することで自動表示

されます。

・基準年度の処遇改善等

加算の加算額に係る法定

福利費分は、基準年度に

おける貴施設の法定福利

費事業主負担率を入力す

ることで自動計算されま

す。

・基準年度における貴施

設の法定福利費事業主負

担率を入力してください。

基準年度の賃金改善のうち、

施設独自で取り組んだ賃金

改善額を入力してください。

（例）処遇改善等加算によ

る加算額を超えての賃金改

善など

・内容を確認の上、プル

ダウンから「含んでいな

い」を選択してください。

・【A】には貴施設が各職員へ支払った区分2及

び区分3による賃金改善額の合計が表示されます。

・【B】には区分2の加算による改善額における

法定福利費事業主負担増加額を入力してください。

・【C】には【A】と【B】の合計額が表示され

ます。

・【C】の金額が市から支払った区分2及び区分

3の加算総額以上であれば「○」が表示されます。

「×」が表示される場合は賃金改善額が足りず、

加算総額を下回っていることから残額が発生して

いる状態ですので、翌年度中に各職員へ支払う必

要があります。

・【A】には貴施設が各職員へ支払った区分2及

び区分3による賃金改善額のうち、基本給・決

まって毎月支払われる手当の合計額が表示され

ています。

・【A】の金額が市から支払った区分2及び区分

3の加算総額の1/2以上であれば「○」が表示さ

れます。「×」が表示される場合は一時金や賞

与での支払が加算見込総額の1/2を超えている

状況になります。

・職員別明細の入力後、加算以外の部分で加算

当年度の賃金水準が基準年度と比較して下がっ

ていないかを確認します。

・職員別明細の内、⑦（加算当年度の賃金水

準）の金額が⑭（基準年度の賃金水準）の金額

以上であれば「○」が表示されます。

「×」が表示される場合は、加算当年度の賃金

水準が基準年度の賃金水準を下回っている状況

のため、その差額を残額として翌年度中に支払

う必要があります。

・前年度に加算残額がある場合、職員

別明細の⑥で入力いただいた各職員へ

の残額対応支払の合計額が表示されま

す。

・上記の残額対応支払におけ

る法定福利費の事業主負担額

を入力してください。

・各職員への残額対応支払額と法定福利

費事業主負担額の合計が表示されます。

・この金額が加算残額の合計以上であれ

ば残額解消となります。

・自動表示されま

す。

【A】には当年度区分1の加算総額に人勧改定率

の5.3%をかけ、当年度区分1加算率で割った数

値に調整率の0.9をかけた数値が表示されていま

す。

※この記載例では、下記の条件で計算しています。

・区分1の加算総額が7,000千円

・区分1の加算率（a）が12%

【B】には貴施設の加算前年度における法定福利

費事業主負担分の総額を入力してください。

【C】には貴施設の加算前年度における賃金の総

額と法定福利費事業主負担分の総額の合計額を入

力してください。

【D】の計算結果で算出された数値が法定福利費

事業主負担分となります。

【A】で算出された金額から【D】の金額を控除

した金額が人勧改定分として各職員へ支払うもの

となります。

１つ目の確認項

目

２つ目の確認項

目

３つ目の確認項

目


